
  

令和６年能登半島地震課題分析等委託業務プロポーザル審査要領 

 

令和６年能登半島地震課題分析等委託業務に関するプロポーザルの審査に関する事項を次のとおり定め

る。 

 

１ 審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行う。 

（１）別途定める「令和６年能登半島地震課題分析等委託業務プロポーザル募集要領」（以下、「募集要領」

という。）に規定する資格要件を満たす参加者 

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者 

（３）募集要領により、適正に書類を作成した参加者 

 

２ 審査の項目及び点数 

（１）点数は、各委員 130 点とし、その合計を総合評価点とする。 

（２）審査項目とそれぞれの配点は、別紙「令和６年能登半島地震課題分析等委託業務企画提案審査基

準」（以下「審査基準」という。）のとおりとする。 

 

３ 審査委員会 

参加者から提出された企画提案書を審査するため、審査委員会を次のとおり開催する。なお、審査委員会

では、提案した事業者によるプレゼンテーションを実施する。 

（１）日時 令和６年５月 25日（土） 13時 30分から 16時 30分（予定） 

（２）場所 高知県庁 厚生棟２階東会議室 

（３）プレゼンテーション 

① プレゼンテーションの時間は１社につき 20分とする。 

② 順番は別途通知する。 

③ 各社のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を 20分設ける。 

 

４ 審査の方法 

（１）審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーションに対する審査を行

う。 

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別途定める「令和６年能登半島地震課題分析等委

託業務企画提案審査基準」に基づいて審査を行う。 

 

５ 候補者及び次点者の選定 

（１）各審査委員の審査結果を集計後、総合評価点が最高点の者かつ本業務を遂行する能力を有する者を

候補者として選定する。 

（２）各審査委員の審査結果を集計後、総合評価点が候補者の次に高い者かつ本業務を遂行する能力を有

する者を次点者として選定する。 

（３）候補者と次点者の選定において、総合評価点が同一となった場合は、経費見積が安価な者から順に候

補者と次点者を選定する。 



  

 

６ 審査結果報告書の作成 

審査委員会では、審査結果報告書を作成し、各委員が署名するものとする。 

 

 

  



  

別紙 

令和６年能登半島地震課題分析等委託業務企画提案審査基準 

審査の項目 
配点 審査の視点 

大項目 小項目 

業務目的の理解 業務目的の理解 10 
○業務目的や仕様書の内容を十分に理解し

ているか。 

実施体制等 
実施体制及び 

実施スケジュール 
30 

○実施体制が具体的に提示され、早急に業

務を実施できる体制になっているか。 

○業務実施にかかる日程は、仕様書に定め

る期限に基づいて作成され、中間報告まで

に、一定の成果が得られるようになってい

るか。 

経費見積 経費見積 4 
○予算の範囲内であり、費用対効果に配慮し

た経費が算定されているか。 

業務に関する提案 

調査項目 10 

○調査項目は仕様書の内容を満たしている

か。 

○行動計画の改善提案につながるような効

果的な項目の追加提案がされているか。 

調査の方法 20 

○文献調査において収集する情報の参照先

が具体的に提示されているか。 

○被害状況等の情報収集や調査量は、十分

なものとなっているか。 

○ヒアリング調査及び現地調査を実施する項

目が適切に選定され、合理的な選定理由

が整理されているか。 

○被災自治体への負担に配慮した調査計画

となっているか。 

情報の分析 20 

○高知県の地域特性や南海トラフ地震対策

を十分に理解し、その共通性・特有性に照

らした分析方法が提示されているか。 

行動計画の検証・評価 10 

○調査分析業務を踏まえ、本県の行動計画

を検証・評価する方法が具体的に提示され

ているか。 

新たな取組等の提案 20 

○行動計画に盛り込むべき新たな取組や既

存取組の強化に関する提案方法が具体的

に提示されているか。 



  

県が推進する 

施策への取組 

「高知県ワークライフバラ

ンス推進企業」の認証を受

けているか 

2 

2 
次世代育成支援部門又は女性の活躍推

進部門の認証を受けている。 

1 上記以外の部門の認証を受けている。 

0 いずれの認証も受けていない 

トライくるみん、くるみん、

プラチナくるみん、えるぼ

し、プラチナえるぼしのい

ずれかの認証を受けてい

るか 

1 

1 認証を受けている。 

0 認証を受けていない。 

障害者の雇用促進に関す

る取組のうち、次のいずれ

かに該当するか 

 

（１）法定雇用率制度の適

用があり、かつ、法定雇用

利率を超えて障害者を雇

用しているか。 

（２）法定雇用率制度の適

用はないが、障害者雇用

率に算入される障害者を

常用労働者として雇用して

いるか。 

1 

1 認証を受けている。 

0 認証を受けていない。 

環境マネジメントシステム

のうち、次のいずれかの認

証を受けているか 

 

（１）ISO14001 

（２）エコアクション 21 

1 

1 該当する。 

0 該当しない。 

「こうち SDGｓ推進企業」に

登録しているか 
1 

1 登録している。 

0 登録していない。 

合計 130  

 


